
第38回 東淀川区民まつり
  詳しくは、9月号に掲載します19月16日(日) 13時～16時10分

　　　※雨天の場合は、17日(月・祝)に順延。
2区役所前「こぶし通り」とその周辺広場
9区民まつり実行委員会(区民会館内) 
　　　a6379-0700

#13時30分～15時15分 2区役所401会議室(区役所4階)
3原則として連続受講できる方 440名(先着順)
7電話、ファックス・はがき(住所・氏名・電話番号を記入)で8月31日(金)まで

に申し込み。 ※手話通訳・一時保育(1歳から就学前まで)を希望する方は、
申し込み時に相談してください。

9区役所市民協働課(市民活動支援) 〒533-8501 豊新2-1-4
　　　a4809-9825 b6327-1970

　最近、区民の方から、カラスなど動物に関わる相談が増えています｡
　カラスは繁殖期になると、巣をつくり、ヒナを育てます。そのため、この時
期に巣の近くを通ると、親鳥は、卵やヒナを守るために人を威嚇することが
あります。
　これを防ぐためには、巣やヒナに近寄らないのが一番ですが、傘を差した
り、帽子をかぶることも有効です(カラスなどの野生鳥獣を捕獲するには、
｢鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により、営巣場所の管理者が
許可を受ける必要があります)。
　また、カラスからの被害を減らすには、えさとなるごみの出し方を工夫し
たり(生ごみの量を減らす・生ごみを見えなくする・ネットでごみを覆う・ごみ
の収集時間を守る)、カラスにえさやりをしないなど、地域ぐるみで協力し合
い、取り組みを広げていくことが大切です。区民の皆さんのご協力をお願い
します。
　なお、カラスによるごみの散乱被害を防止するため、大阪市が収集するご
みの持ち出し場所(概ね5世帯以上で利用している場所)に、カラスネットを
無償で貸し出します。
9区役所保健福祉課(生活環境) a4809-9973
　　　東北環境事業センター[ごみ、ネットについて] a6323-3511
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もしもの時に備えて
8月30日㊍～9月5日㊌は

　災害を小さくするためには、日ごろからの備え
が大切です。この機会に身の回りの安全などに
ついて考えてみませんか。

A8月30日(木)　10時30分～10時33分
　同報無線の試験放送を実施します。同報無線
は、区役所や小学校などに設置している屋外スピー
カーより無線で一斉に放送することができるシス
テムです。災害が起った場合などに、重要な災害情
報を区民の皆さんにお知らせします。

同報無線発信訓練のお知らせ

9区役所市民協働課(市民協働) a4809-9820

防災週間です

　｢日本口腔ケア学会｣認定の試験問題にチャレンジしながら、
口腔ケアの知識を学びましょう。
19月12日(水) 14時～15時30分
2区医師会館(豊新2-3-7) 430名(先着順)
7電話で、区医師会(a6320-2226)へ申し込み。
9区健康づくり区民会議(区役所保健福祉課【健康づくり】内)
　　　a4809-9882

健康づくり
教室 「 高齢者の口腔ケア」無料

健康づくり区民
会議参画事業

　6月20日、菅原地域で「その駐車　あなたはよくても　みんなが困る」を
スローガンに掲げ、「交通事故をなくす運動」区推進本部の取り組みとし
て、めいわく駐車追放街頭啓発キャンペーンが行われました。
　梅雨の蒸し暑い時期にもかかわらず、菅原地域の皆さん約40名に参加
していただき、街頭でめいわく駐車をしている車への啓発やちらしなどの
配布を行いました。
　菅原連合交通部長の萩原さんは、「内藤前
地区実行委員長が続けてこられたことを引き
継いで、少しでもめいわく駐車がなくなるよう
がんばっていきたい」と話してくださいました。

めいわく駐車追放街頭啓発キャンペーンを
行いました！～菅原地域～
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9区役所市民協働課(市民協働) a4809-9734

第30回「ひゅーまん広場」講座
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  9月13日(木)

  9月20日(木)
  9月27日(木)
10月  4日(木)
10月11日(木)

開講式／多世代交流～祖父母世代、子育て世代、
それぞれがいきいき生きる関係づくり～
東淀川区の外国籍住民の状況と多文化共生
コミュニティネットワーク(地域での助け合い、つながり)の必要性
子どもの人権を考える～子どもに安心と自信を～
東淀川区人権啓発推進協議会の取り組み／閉講式

内 容日 程

　道路はみんなのもの。きちんと正しく使いましょう。
★「かたづけ・たい」を募集しています！～路上違反簡易広告物撤去活動員制度～
　詳しくは、建設局ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
9建設局路政課(路上違反物件) a6615-6685

8月は「道路ふれあい月間」です

全5回 無料

広告掲載枠

4 市の制度や手続き、市のイベント情報に関するご案内などは大阪市総合コールセンターへ（年中無休8時～22時）
a4301-7285　b6644-4894　http://www.osaka-city-callcenter.jp/

「広報ひがしよどがわ」は再生紙を使用しています。


